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重要事項説明書(介護老人保健施設サービス) 

 

 

  当施設が提供する介護保健施設サービスの内容に関し、あなたに説明すべき 

重要事項は次のとおりです。 

 

１  事業者の概要 

開 設 者 の 名 称 独立行政法人 地域医療機能推進機構 

事 務 所 の 所 在 地 〒108－8583 東京都港区高輪３丁目２２番１２号 

電 話 番 号 ０３－５７９１－８２２０ 

代 表 者 職 理事長 

代 表 者 氏 名 山本 修一 

 

施 設 の 名 称  
独立行政法人 地域医療機能推進機構 

三島総合病院附属介護老人保健施設 

施 設 の 所 在 地  〒411－0801 静岡県三島市谷田字藤久保２２７６ 

電 話 番 号  ０５５－９８３－６０５０ 

代 表 者 職  施設長 

代 表 者 氏 名  寺田 享志 

介護保険事業所番号 ２２５０６８００３６ 

指 定 年 月 日  平成 13 年 5 月 1 日 

交 通 の 便  
JR 三島駅（南口）より東海バスで 25 分 

伊豆箱根鉄道（田町駅）よりシャトルバスで 15 分 

 

２  施設の職員の定数（令和 6 年 6 月 1 日現在） 

                         

 

３  施設の設備概要 

定 員 １００ 人 

職 種 業 務 内 容 人 員 

医 師 健康管理及び療養上の指導 1 名以上（常勤換算） 

薬 剤 師 薬学的管理指導 1 名以上（病院兼務） 

看 護 職 員 看護・生活援助業務 １５名以上 

介 護 職 員 介護・生活援助業務 ２５名以上 

支 援 相 談 員 利用者及び家族の処遇上の相談援助 ３名以上（1 名兼務） 

介 護 支 援 専 門 員 施設サービス計画の作成 ２名以上 

理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士 
リハビリテーション業務 ５名以上 

管理栄養士 献立の作成、栄養計算、栄養マネジメント １名以上 

事務職員 事務業務等 ３名以上 
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療 養 室 

4 人部屋  ２０室 （ 9.12 ㎡／1 人） 

3 人部屋    ２室 （ 8.95 ㎡／1 人）        

1 人部屋  １４室 （11.67 ㎡／1 人） 

浴 室 

○ 一般浴室 130.16 ㎡ 

○ 特殊浴室  59.98 ㎡ 

（昇降入浴装置１台、シャワー入浴装置 1 台） 

機 能 訓 練 室 202.06  ㎡（2.06 ㎡／1 人） 

食 堂 217.00  ㎡（2.46 ㎡／1 人） 

その他の整備 

○ 診察室                    19.75 ㎡ 

○ レクリエーションルーム    90.00 ㎡ 

○ デイルーム               236.2  ㎡ 

○ 図書・談話室              80.89 ㎡ 

○ サービスステーション     100.82 ㎡ 

○ 洗濯室                    14.91 ㎡ 

 

４  介護保健施設サービスの運営の方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他 

必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供すること 

で入所者の自立を支援し、家庭復帰を目指すことを目的とした施設です。 

そのため、当施設では、運営方針を次のように定めます。 

 

① 明るく家庭的な雰囲気のなか、入所者の心身の特性に応じた看護、介護 

ケアおよび機能訓練などのサービスを適切に提供するよう努めます。 

 ② 地域と家庭との連携を重視した運営に心がけ、入所者が家庭への復帰を 

  目指し、生きがいを持って療養生活を送ることができるよう努めます。 

 

５  利用料金 

(1) 介護サービス費（介護保険適用）   

【令和 6 年 6 月 1 日改正】 

施設が介護保健施設サービスを提供した場合のあなたが負担する利用料金は、 

各表の単位数に 10.14 円を乗じた金額のうち、各入所者の負担割合（1 割、2 割 

又は 3 割）に応じた額となります。 

＜在宅強化型料金＞  ※1 割負担の場合 

 

要介護度 

      個室 

単位数       負担額 

多床室 

 単位数    負担額 

要介護１ ７８８ ７９９円 ８７１ ８８３円 

要介護２ ８６３ ８７５円 ９４７ ９６０円 

要介護３ ９２８ ９４０円 １，０１４ １，０２８円 

要介護４ ９８５ ９９８円 １，０７２ １，０８７円 

要介護５ １，０４０ １，０５４円 １，１２５ １，１４０円 
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加算項目 内容 単位数 負担額 

初期加算Ⅱ 入所後３０日に限り加算されます。 ３０／日 ３０円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算  Ⅰ 

            Ⅱ 

介護職員のうち介護福祉士が 80％以上（Ⅰ）

又は 60％以上（Ⅱ）勤務している施設に加

算されます。 

２２／日 

１８／日 

２２円 

１８円 

夜勤職員配置加算 

施設の夜勤者の数が、常勤換算で利用者 20

名につき 1 人以上配置されている場合に加

算されます。 

２４／日 ２４円 

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算 

管理栄養士が１００床で２人以上配置され

ており、低栄養リスクが高い入所者に対し、

栄養ケア計画に従い栄養管理がされている

場合に加算されます。 

１１／日 １１円 

療養食加算 
医師の指示せんに基づく療養食（糖尿食等）

を提供した場合に加算されます。 
 ６／1 食 ６円 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算    Ⅰ 

（入所後 3 ヶ月以内）       Ⅱ 

個別のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画を策定し、理学療法

士・作業療法士が短期・集中的な個別のﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝを実施した場合に加算されます 

２５８／日 

２００／日 

２６１円 

２０２円 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 

（入所後 3 ヶ月以内） 

認知症の診断を受けた入所者に対し、短

期・集中的な個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施した場

合に加算されます。（週 3 日まで） 

２４０／日 

１２０／日 

２４３円 

１２１円 

経口移行加算 

経管栄養の入所者に、経口摂取を進めるた

めの医師の指示に基づく栄養管理を行う場

合に加算されます。 

２８／日 ２８円 

経口維持加算  Ⅰ 
著しい誤嚥が認められる者を対象に 6 ヶ月

を限度として加算されます。  
４００／月 ４０円 

経口維持加算  Ⅱ 

嚥下機能が医師の判断により誤嚥が認めら

れる者を対象に 6 ヶ月を限度として加算さ

れます。 

１００／月 １０１円 

褥瘡予防ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 Ⅰ 

           Ⅱ 

褥瘡の発生リスクのある入所者に対し、定

期的に評価を行い、褥瘡ケア計画を作成し

た場合に加算されます。 

３／月 

１３／月 

３円 

１３円 

排せつ支援加算    Ⅰ 

           Ⅱ 

           Ⅲ 

排せつに介護を要する入所者ごとに定期的

に評価を行い、介助を要する原因を分析し、

支援計画を作成した場合。かつ、おむつ使

用なしに改善した場合に加算されます。 

１０／月 

１５／月 

２０／月 

１０円 

１５円 

２０円 

所定疾患施設療養費Ⅱ 

肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎につ

いて投薬等を行った場合、1 回につき 10 日

間を限度として加算されます。 

４８０／日 ４８７円 

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算 

死亡日 医師に回復の見込みがないと診断された入

所者に対し、医師・看護師・介護職員等が

共同して入所者の状態または、家族の求め

等に応じたﾀｰﾐﾅﾙｹｱが実施された場合に加

算されます。 

１，９００／日 １，９２６円 

死亡日前日及び前々日 ９１０／日 ９２２円 

死亡日以前 4 日～30 日 １６０／日 １６２円 

死亡日以前 31 日～45 日 ８０／日 ８１円 
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ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 Ⅱ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画を作成し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの

有効な実施のための情報提出と活用をしてい

る場合に加算されます。 

３３／月 ３３円 

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 

 

※在宅強化型のみ加算されます。 

当施設の在宅復帰率、ベッド回転数、入所前

後訪問、退所前後訪問、リハビリ専門職・支

援相談員の配置割合、介護度４又は５の割合

等による在宅復帰に対する評価の指標等が

70 点（最高値 90 点）を超える場合に加算さ

れます。 

５１／日 ５１円 

科学的介護推進体制加算 Ⅰ 

            Ⅱ 

入所者ごとの心身・疾病の状況等の基本的名

情報を厚労省に提出し、有効な情報を活用し

ている場合に加算されます。 

４０／月 

６０／月 

４０円 

６０円 

 

協力医療機関連携加算（１） 

協力医療機関との間で、入所者の病歴等

の情報を共有する会議を定期的に開催し

ている場合に加算されます。 

５０／月 ５０円 

 

高齢者施設等感染対策向上加算 Ⅰ 

協力医療機関との間で、感染症の発生時

等の対応を取り決め、発生時などに協力

医療機関と連携し、適切に対応している

場合に加算されます。 

１０／月 １０円 

 

入所前後訪問指導加算  Ⅰ 

 

 

            Ⅱ 

 

入所前または入所後７日以内に自宅を訪

問し、早期退所に向けた施設サービス計

画の策定及び診療方針を決定した場合は

加算されます。（Ⅰ）かつ、生活機能の具

体的な改善目標を定めるとともに、退所

後の生活に係る支援計画を算定した場合

は加算されます。（Ⅱ） 

 ４５０ ４５６円 

 ４８０ ４８６円 

退所時情報提供加算    Ⅰ 

     

             Ⅱ 

退所後の主治医に対し、入所者の診療状

況について紹介を行った場合に加算され

ます。 

５００ 

 

２５０ 

５０７円 

 

２５３円 

 

入退所前連携加算        Ⅰ 

          

               Ⅱ 

 

退所に先立って居宅介護支援事業者に対

して、必要な情報を提供し、居宅介護支

援事業者と連携して退所後の居宅サービ

スの利用に関する調整を行った場合に加

算されます。 

 ６００ 

 

 ４００ 

６０８円 

 

４０５円 

 

 

介護職員等処遇改善加算 Ⅰ 

介護職員等の賃金改善を図るために加算され

ます。 

※所定単位数とは基本料金に各種加算を加え

た総単位数  

所定単位数×７．５％／月  
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(2) 食費と居住費 (介護保険適用外)  令和 6 年 8 月 1 日現在  

あなたにお支払いいただく料金は、次のものになります。※特別な室料は消費税込み 

○一般対象者(市町村民税課税世帯等)    

利用者負担 

第４段階 

日 額 月 額（３０日） 

食費 居住費 特別な室料 食費 居住費 特別な室料 合計 

従来型個室 1,900 円 1,720円 1,100 円 57,000 円 51,600 円 33,000 円 141,600 円 

多床室 1,900 円 430 円 0 円 57,000 円 12,900 円 0 円 69,900 円 

○介護保険負担限度額認定者（世帯全員が市民税非課税かつ預貯金が一定額以下） 

※申請が必要 

利用者負担 

第３段階 

日 額 月 額（３０日） 

食費 居住費 特別な室料 食費 居住費 特別な室料 合計 

従来型個室 
① 650 円 

②1,360 円 
1,370円 0 円 

①19,500 円 

②40,800 円 
41,100 円 0 円 

①60,600 円 

②81.900 円 

多床室 
① 650 円 

②1,360 円 
430 円 0 円 

①19,500 円 

②40,800 円 
12,900 円 0 円 

①32,400 円 

②53.700 円 

 

利用者負担 

第２段階 

日 額 月 額（３０日） 

食費 居住費 特別な室料 食費 居住費 特別な室料 合計 

従来型個室 390 円 550 円 0 円 11,700 円 16,500 円 0 円 28,200 円 

多床室 390 円 430 円 0 円 11,700 円 12,900 円 0 円 24,600 円 

 

利用者負担 

第１段階 

日 額 月 額（３０日） 

食費 居住費 特別な室料 食費 居住費 特別な室料 合計 

従来型個室 300 円 550 円 0 円 9,000 円 16,500 円 0 円 25,500 円 

多床室 300 円 0 円 0 円 9,000 円 0 円 0 円 9,000 円 

 

 (3) 日常生活費等（介護保険適用外）  ※すべて消費税込み     

○ 日用品費 身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用 

です。（別紙） 

○ 教養娯楽費 教材費、クラブ活動、外出行事に参加される場合、実費かかり 

ます。（別紙） 

○ 理美容代    

カット ２０００円 

顔そり 男性１，０００円  女性  ５００円 

シャンプー 男性  ５００円  女性１，０００円 

毛染め 根元染め（２㎝以内）２，２００円 

根元染め（２㎝以上）３，０００円 

全体染め      ４，０００円 

○ 私物の洗濯代（業者委託契約） １ネット６００円。毛布類は６６０円。 

初回ネット購入費用が別途かかります。靴の洗濯は別契約。１足５５０円 

○ 施設の洗濯機、乾燥機を利用する場合（両方込み）１回４００円 

○ 施設職員による私物の洗濯（緊急の場合）１回６００円 

○ 義歯ケース ５０円、義歯ブラシ １００円 

○ 予防接種料 実費 
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○ 文書料  

証明書（受領書等） ５５０円 

証明書 １，１００円 

健康診断書・紹介状  ４，４００円 

身体障害者手帳診断書 １１，０００円 

年金診断書 １１，０００円 

生命保険診断書 １１，０００円 

死亡診断書 １１，０００円 

    

(4)  料金の支払方法 

あなたが当施設の利用料金を支払う方法については、月ごとの精算とします。 

当月の利用料金を、原則、翌月２０日に指定口座（郵便貯金）、または、翌月２７日

に指定口座（郵便貯金以外の銀行等）より自動振替にて支払います。 

 (5) その他 

あなたの被保険者証に支払方法の変更の記載（あなたが保険料を滞納しているため、

サービス提供を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額を支払っていた

だきます。この場合、当施設でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を

後日、市町村の窓口で手続きすることにより、利用料のうち各入所者の負担割合に応

じた額の払い戻しを受けることができます。 

 

６  サービスの利用方法 

(1) 利用開始 

○ 当施設へ申請書を提出後、検討会議にて利用が適切と判断された場合、療養室に

空き部屋があれば入所いただけます。 

○ この説明書によりあなたから同意を得た後、当施設の介護支援専門員が施設サー

ビス計画を作成し、サービスの提供を開始します。 

 

 

(2) サービスの終了 

  ア  あなたのご都合でサービスを終了する場合 

      サービスの終了を希望する日の 7 日前までに文書で申出てください。 

  イ  当施設の都合でサービスを終了する場合 

      やむを得ない事情によりサービスの提供が困難となった時は、終了させていた

だく場合があります。この場合は、サービス終了日の３０日前までに、文書に

よりあなたに通知します。 

  ウ  自動終了 

      次の場合は、サービスは自動的に終了となります。 

・ あなたが他の介護保険施設・医療機関に入所又は入院した場合 

・ 医療行為（中心静脈栄養・鼻腔栄養など）が必要な場合 

・ あなたの要介護度が要支援又は自立と認定された場合 

・ あなたが亡くなったとき 
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  エ  その他 

・ 当施設が、正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した  

場合、あなたやあなたの家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、 

当施設が閉鎖した場合、あなたは文書で通知することにより直ちにこの契約

を終了することができます。 

 ・ あなたがサービスの利用料金を１ヶ月以上滞納し、当事業所より支払の催告

を受けたにもかかわらず支払われない場合、あなたが当施設に対してこの契

約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合等、文書であなたに通知する

ことにより、直ちにこのサービスを終了させていただく場合があります。 

 

７  サービス利用に当たっての留意事項及び禁止事項 

(1)留意事項 

 ○ 面会時間：１４時００分～１８時００分（土曜日は１６時００分） 

（日曜日・祝日を除く） 

  ○ 外出・外泊： 申し出による許可制 

○ 施設備品の借用・利用： 申し出による許可制 

○ 施設外での保険診療・処方： 不可（緊急時以外） 

(2) 禁止事項 

以下の事項について、当施設では禁止いたします。 

○ 飲食物の無断での差し入れ、療養室での保管 

○ 施設内及び敷地内での飲酒・喫煙  

○ 発火物、危険物（刃物等）の持込み 

  ○ 金銭、貴重品、通帳等の持込み（小銭程度は可）   

○ ペットの持込み 

○ 利用者及び家族への営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

 

８  サービスの内容 

    当施設があなたに提供するサービスは以下のとおりです。 

(1) 施設サービス計画の立案 

(2) 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食 ：  ７時３０分～  昼食 ：１１時３０分～ 

おやつ：１５時００分～  夕食 ：１7 時３０分～ 

(3) 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。

入所利用者は週に最低２回ご利用いただけます。） 

(4) 医学的管理・介護 

(5) 機能訓練等(リハビリテーション、レクリエーション) 

(6) 理美容サービス 

(7) 相談援助サービス 

(8) 行政手続代行 

※事務室営業時間：平日・土曜日 ８時３０分～１７時１５分 

 日・祝日・年末年始（12/29～1/3）は休み 

※ これらのサービスの中には、基本料金とは別料金をいただくものもあります。 
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９  協力医療機関等 

 当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が 

急変した場合には、速やかに処置をお願いするようにしています。 

・ 協力医療機関（併設病院） 

        名称   独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院 

        住所   三島市谷田字藤久保２２７６ 

・ 協力歯科医療機関 

        名称   医療法人矯仁会 浅井歯科診療所  

    住所  三島市本町２番９号 

  ※一部負担金は、医療機関・歯科医療機関へ直接お支払い下さい。 

 

10  非常災害対策 

・ 防災設備：消火器、スプリンクラー設備、非常放送設備、自動火災報知設備、 

        避難器具、誘導灯 

・ 防災訓練：年 2 回 

 

11 身体の拘束について 

当施設は、原則として身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行いません。た

だし、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、

その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記載し、家族から同意を

得ます。 

 

12 秘密保持について 

当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又はご家族に関する秘密を正当な理由な

く第三者に漏らしません。但し、下記の情報提供については、施設はあらかじめ入所

者・家族から「個人情報の提供に関する同意」を得るものとします。 

 

① 介護保険サービス利用のための市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護保険

事業者への情報提供、あるいは、適切な在宅療養や治療のための医療機関への療

養情報の提供。 

② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研修会等での事例研究発表等。  

なおこの場合、利用者個人を特定できないようにします。 

 

13 事故発生時の対応について 

当施設は事故発生時、以下の手順にて対応します。 

①  入所者に異常がないか確認します。（ﾊﾞｲﾀﾙ・意識ﾚﾍﾞﾙ・打撲受傷部位の確認） 

②  状態観察後、施設医又は併設病院の日当直医に報告し、指示を受けます。 

③  医師の指示に従い必要があれば、応急手当又は、併設病院に緊急受診します。 

④  事故の状況を把握し、ご家族の緊急連絡先へ連絡します。 

⑤  事故防止委員会にて事故防止策を検討します。 

⑥  骨折など医療機関へ治療を要した場合は、市町村（利用者の保険者）へ事故報告  

 します。 
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14 高齢者虐待防止について 

当施設は、入所者の人権の擁護・虐待の防止のために、以下のとおり必要な措置を講

じます。 

① 当施設とその職員は、研修等を通じて、人権意識の向上や知識や技術の向上に努

めます。 

② 当施設とその職員は、個別援助計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

③ 当施設は、職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、

職員が入所者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

15 要望及び苦情等の相談 

(1)苦情処理の窓口 

当施設に対する要望や苦情等がございましたら、下記の通り事務室内に苦情処理担当

者を置いておりますのでご相談下さい。 

＜苦情処理担当者＞支援相談員 岩田正徳・小田明弘  

＜管理者＞    副 施 設 長 渡辺正芳  

＜連絡先＞ （電話０５５－９８３－６０５０） 

  要望や苦情などは、苦情処理担当者にお寄せいただければ、速やかに対処いたしま

すが、管理者に直接お申し出いただくこともできます。また、以下の窓口で受け付

けることもできます。 

   三島市 介護保険課       ０５５－９８３－２６０７    

   函南町 福祉課         ０５５－９７９－８１２６ 

   長泉町 長寿介護課       ０５５－９８９－５５１１ 

      清水町 福祉介護課       ０５５－９８１－８２１３ 

   沼津市 介護保険課       ０５５－９３４－４８３６ 

   裾野市 介護保険課       ０５５－９９５－１８２１ 

   伊豆の国市 長寿介護課     ０５５８－７６－８００９ 

   伊豆市 健康長寿課       ０５５８－７２－９８６０ 

 

   静岡県国民健康保険団体連合会 ０５４－２５３－５５９０ 

 

(2)苦情の体制･手順 

① 苦情処理に対しては、支援相談員が対応し、管理者（副施設長）に報告した上で、 

事項、内容等によっては管理者が直接対応します。 

② 苦情処理については最優先事項とし、迅速を心がけ、適切に対応します。 

③ サービス向上委員会にて問題点を検討し、改善に努めます。 

④ 苦情の内容、サービス向上委員会での検討事項は、台帳等に記録し、再発の防止 

に役立てます 

 

16 福祉サービス第三者評価の実施状況 

 

実施の有無  有 ・ 無 

 


